
● 目標とするレベル ITSSレベル４相当

● 対象分野 ❶ IT分野 ― AI、IoT、クラウド、データサイエンス 等
   （デザイン思考、アジャイル開発等の新たな開発手法との組み合わせを含む）
    ― 高度なセキュリティやネットワーク 等

  ❷ IT利活用分野 ―自動車分野のモデルベース開発 等
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　適切な労働時間で働き、ほどよく休暇を取得することは、仕事に対する社員の意識やモチベーションを
高めるとともに、業務効率の向上にプラスの効果が期待されます。社員の能力がより発揮されやすい環境を
整備することは、企業全体としての生産性を向上させ、収益の拡大ひいては企業の成長・発展につなげる
ことができます。
　他方、長時間労働や休暇が取れない生活が常態化すれば、メンタルヘルスに影響を及ぼす可能性が
高くなり、生産性は低下します。また、離職リスクの上昇や、企業イメージの低下など、さまざまな問題を
生じさせることになります。社員のために、そして企業経営の観点からも、長時間労働の抑制や年次有給
休暇の取得促進が求められているのです。
　働き方・休み方改善ポータルサイトは、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや、改善に
役立つ情報を提供するサイトです。働き方・休み方の改善に是非ご活用ください。

働き方・休み方改善ポータルサイトを活用して、働き方改革に取り組んでみませんか。
「働き方・休み方改善 ポータル」で検索してください。
スマートフォンにも対応していますので、こちらも是非、ご活用ください。

http://work-holiday.mhlw.go.jp/

● 自己診断ページへ

● 登録すると働き方・
休み方に関するメル
マガが配信されます。

● 働き方・休み方に関
する課題別の対策を
知り、自社の対策検
討の参考にすること
ができます。

● 働き方・休み方に関
するシンポジウム・セ
ミナー情報を紹介し
ます。

● 働き方・休み方に関する「注目情報」
ポータルサイトに関する「新着情報（事
例追加等）」をお知らせします。

● 行政による働き方・休み方に関する
支援施策等のページへ

● 企業の取組事例の検索ページへ

● 働き方・休み方改善
指標による企業の自
己診断ができます。
社員自身が働き方・
休み方を診断し、現
状を認識することが
できます。

第四次産業革命
スキル修得講座認定制度

経済産業省は、IT・データ分野を中心とした専門的・実践的な教育訓練講座を経済
産業大臣が認定する「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」を2017年7月に
創設しました。

　　制度の趣旨
　ＩＴ・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な
専門性を身に付けキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定します。
認定はＩＰＡ等からの専門的な助言を踏まえ、外部専門家による審査を経て行います。

　　目標・対象分野

※ 経済産業大臣が認定した教育訓練講座のうち、厚生労働省が定める一定の要件を満たし、厚生労働大臣の指定を受けた
講座は、「専門実践教育訓練給付」の対象となります。

● 講座の主な要件 □ 育成する職業、能力・スキル、訓練の内容を公表
  □ 必要な実務知識、技術、技能を公表
  □ 実習、実技、演習又は発表などが含まれる実践的な講座がカリ

キュラムの半分以上
  □ 審査、試験等により訓練の成果を評価
  □ 社会人が受けやすい工夫（e-ラーニング等）
  □ 事後評価の仕組みを構築 等

● 実施機関の □ 継続的・安定的に遂行できること（講座の実績・財務状況等）
  □ 組織体制や設備、講師等を有すること
  □ 欠格要件等に該当しないこと 等

● 認定の期間 適用の日から３年間

　　講座・実施機関の要件と認定の期間

主な要件
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